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実施項目一覧

A B C 頁

基本
方針 1 男女共同参画の意識づくり

基本施策 1 男女共同参画の理解の推進

施策の方向
性

1 男女共同参画の啓発活動の推進

施策 1 1 1 0 3

施策 2 2 2 0 4

施策 3 インセンティブの付与 0 1 0 5

施策の方向性 2 社会通念・慣習の見直しと意識改革

施策 4 固定的性別役割分担意識の解消 0 1 0 6

施策 5 男女共同参画に関する調査の実施 1 0 0 6

施策 6 男女共同参画に関する男性の理解の促進 2 6 0 6

基本施策 2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進

施策の方向
性

1 男女平等教育の推進

施策 7 多様な選択を可能にする児童生徒への教育の推進 0 1 0 10

施策 8 保育者、教職員等への情報提供と意識啓発 0 2 0 10

施策 9 保護者等への情報発信と意識啓発 0 2 0 11
施策の方向
性

2 男女共同参画を推進するための学習機会の提供

施策 10 男女共同参画の意識を高める学習機会の提供 3 1 0 12

基本方針 2 男女共同参画の社会づくり

基本施策 1 あらゆる分野における政策・方針、意思決定過程への女性参画の推進

施策の方向
性

1 各種審議会等への女性登用の推進

施策 11 各種審議会等への女性委員登用の推進 1 1 0 14
施策の方向
性

2 女性管理職等の登用に向けた意識啓発の推進

施策 12 事業所、各種団体等に対する女性登用の啓発 0 3 0 15

施策 13 事業所や各種団体等における男女共同参画の啓発 1 1 0 16

基本施策 2 地域活動等における男女共同参画の推進

施策の方向
性

1 地域における男女共同参画の推進

施策 14 地域における女性登用の啓発 0 2 0 17

施策 15 地域活動や市民活動における男女共同参画の啓発 0 2 0 17
施策の方向
性

2 防災活動への女性参画の推進

施策 16 男女共同参画の視点での地域防災計画の策定 0 1 0 18

施策 17 自主防災組織への女性の参画の推進 0 1 0 18

基本方針 3 男女がともに働きやすい環境づくり

基本施策 1 男女がともに働きやすい環境の整備

施策の方向
性

1 男女の雇用や就労における平等の推進

施策 18 男女の均等な雇用と待遇確保のための、関係法令等の周知 0 1 0 19

施策 19 男女の均等な待遇確保のための、職場環境整備の促進 1 1 0 19

施策 20 各種ハラスメント防止の周知・啓発 1 1 0 20

基本方針・基本施策・施策の方向性・施策

広報媒体や各施設を活用した男女共同参画に関する情報の提供

男女共同参画の理解の推進
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施策の方向
性

2 女性の再就職と継続就業のための支援

施策 21 男女の均等な雇用と待遇確保のための、関係法令等の周知 0 1 0 21

施策 22 女性の再就職と継続就業のための関係法令と制度の周知 0 1 0 21

施策 23 女性の活躍に向けた取り組みの啓発と事業者の理解の促進 0 3 0 22
施策の方向
性

3 女性の創業支援と農業や自営業における就業環境の整備

施策 24 女性の創業支援 0 1 0 23

施策 25 農業や自営業における女性の就業環境の整備 0 5 0 23

基本施策 2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進

施策の方向
性

1 市民・事業者へのワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

施策 26 ワーク・ライフ・バランスの啓発 1 1 0 25

施策 27 ワーク・ライフ・バランス実現のための職場環境の整備 1 1 0 25

施策 28 ハッピー･パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）の登録推進 0 2 0 26
施策の方向
性

2 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援の充実

施策 29 多様な保育サービスの充実 1 1 0 27

施策 30 放課後児童の居場所の充実 0 1 0 28

施策 31 子育て支援の充実 0 2 0 29

施策 32 介護支援の充実 1 2 0 29

施策 33 ひとり親家庭の生活の安定と自立の支援 0 2 0 31

基本方針 4 男女がともに健康に暮らすまちづくり

基本施策 1 配偶者等からの暴力の根絶

施策の方向
性

1 ＤＶの根絶に向けた意識啓発

施策 34 ＤＶ防止の啓発と情報提供の充実 1 0 0 32
施策の方向
性

2 相談体制の充実

施策 35 相談窓口の充実と関係機関や関係団体の相談窓口の周知 2 1 0 33
施策の方向
性

3 被害者の保護及び自立支援の推進

施策 36 被害者の安全確保と保護 1 0 0 35

施策 37 被害者の自立支援 1 0 0 35

基本施策 2 ライフステージに応じた心身の健康づくり

施策の方向
性

1 生涯を通じた健康支援

施策 38 リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて啓発 0 2 0 36

施策 39 男女の健康づくり支援 4 1 0 36

施策 40 こころの健康づくりの推進 1 0 0 39

施策 41 スポーツを通じた健康づくりの推進 0 2 0 39
施策の方向
性

2 女性に対する健康支援

施策 42 女性特有の疾病に対する検診体制の充実 0 1 0 40

施策 43 妊娠・出産等における健康支援 1 0 0 40

計　　【89事業】 28 61 0

※評価について：評価は担当課による自己評価である。「課題ニーズの把握」、「企画・立案」、「実施」の３つの項
目に分け、どの項目において男女共同参画の視点を取り入れたか、その項目数と目標値の達成度でクロス集計
をしている。項目数3かつ達成はＡ、項目数2かつ達成または未達成、及び項目数3かつ未達成はＢ、項目数1か
つ達成または未達成の場合はＣ評価としている。
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
1 男女共同参画の啓発活動の推進

B

A

B

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

・男女共同参画に関
する情報提供により、
固定的性別役割分担
意識の解消と男女共
同参画の実現を目指
す。

・今後の課題として図
書の展示・事業の広
報をより効果的に行
うことの検討が必要
である。

・異業種交流研修会
については、ワーク・
ライフ・バランスを推
進するため、「働き
方」をテーマとした庁
内研修に代えて実施
した。引き続き、同研
修を実施し、ワーク・
ライフ・バランスを推
進していく必要があ
る。

事業名 男女共同参画関係図
書展示・紹介事業

広報つばめやウェブ
サイトを利用した啓
発

時　期
対　象

通年
市民

男女共同参画の理解
の推進 ・アンケート結果を基に、

男女別の集計やデータ分
析を行い、課題・ニーズの
把握を行った。
・「男女が共に活躍できる
環境づくり」をテーマに、
性別を問わず多様な人材
が活躍する組織の強み
や、男女それぞれの視点
を取り入れた効果的な課
題解決方法などについて
学べる研修を企画した。
・異業種交流研修会は、
性別を問わず、30代から
50代の幅広い年齢層から
参加者を募り、研修成果
を共有できるように実施し
た。

時　期 通年
対　象

・4ヶ月に1回広報に男女共同
参画に関するコラムを掲載す
る。
・ウェブサイトを利用し男女共
同参画についての情報提供、
また市の取組について掲載し
啓発を図る。

基本方針
基本施策

施策の方向性

内容
主な施策

社会教育課

時　期 通年

地域振興課
評価ポイント

30年度実施状況

2 男女共同参画の
理解の推進

担当課

対　象

総務課

1 広報媒体や各施
設を活用した男
女共同参画に関
する情報の提供

職員
・働く女性のネットワークを支
援するため、異業種交流研修
に職員参加を積極的に呼びか
ける。
・毎年開催される女子会トーク
への職員参加を呼びかける。
・男性職員の育休取得体験記
を庁内に掲載し、男性職員へ
の意識高揚を図る。

市民
・6月の男女共同参画週間に
合わせて、広報6月1日号
「Book Choice」欄で男女共同
参画に関するテーマの図書を
紹介する。
・燕市内の図書館の展示コー
ナーで男女共同参画の意識啓
発につながるような図書を展
示･紹介する。
・人ひとフェスタ等のイベントと
連携を図り、イベント会場に展
示コーナーを設置し、「おはな
し会」を開催する。

・市民への男女共同参画
啓発のため、広報コラム
に掲載するテーマを検討
した。    ・「男女共同参画
週間、リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツ」、「ワーク・
ライフ・バランス」、「男性
にとっての男女共同参画」
について掲載した。
・男女共同参画に関する
講演会やセミナーの開催
情報を掲載した。

1 広報媒体や各施
設を活用した男
女共同参画に関
する情報の提供

事業名

・利用者のご意見、リクエ
ストを受け、市民のニーズ
を考慮しながら、男女共
同参画の意識啓発につな
がるような図書の選書に
努めている。
・広報の「Book Choice」
コーナーや各館で展示
コーナーを設置する際に
は男性女性両方からの目
線で本を選書するように
配慮している。
・男女様々な立場や環境
に応じた図書を選書・展
示または事業を行い、多く
の利用者の方から関心を
持ってもらうえるよう配慮
した。

事業名
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
1 男女共同参画の啓発活動の推進

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

内容
主な施策

評価ポイント
30年度実施状況

担当課

A

A 地域振興課
・参加者に対して研修内
容に関するアンケートを実
施し、ニーズを把握した。
・「イクボス」の普及や意
識啓発を通して、ワーク・
ライフ・バランスの実現を
図ることを目的として企画
した。  　・市や民間企業
の管理職に対して研修を
実施し、「イクボス」に関す
る理解を深めてもらうこと
で、ワーク・ライフ・バラン
スの実現を推進した。

時　期 8月8日
対　象 職員、事業者
・H28年10月に市で「イクボス
宣言」をしたことを受けて、三
役及び部･課長が組織の管理
職として、職員一人ひとりが
ワーク･ライフ･バランスを実現
し、かつ働き方改革に取り組
む「イクボス」の普及や意識啓
発につなげるために研修会を
開催。
・市内事業所に「イクボス」を普
及することもねらい、市内事業
者への参加も呼び掛け市職員
と共に受講してもらう。

2 男女共同参画の
理解の推進

事業名 職員研修【イクボス
研修会】

・市や民間企業の管
理職に対して「イクボ
ス」の理解促進を図
れた。今後も継続して
「イクボス」の理解促
進と普及に努める必
要がある。

・期待した参加者数
には届かなかった。
実行委員会で、開催
時期の変更や開催形
式の変更（イベント形
式→講演会形式）な
どの意見が出ている
ので、次年度の内容
に活かし、多くの方に
啓発できるよう工夫
する。
・実行委員会の委員
に企画の前に男女共
同参画について理解
を深めてもらう。

地域振興課

時　期 12月8日
対　象 市民
・男女共同参画の啓発事業。
市民による実行委員会の企画
運営で実施する。
・燕･弥彦ＰＴＡ連絡協議会の
共催事業。
・講演会やワークショップを通
して男女共同参画の理解を深
めてもらうよう企画内容を検討
してもらう。

事業名 つばめ「人とひと」
ふれあいフェスタ ・来場者に対してアンケー

トを実施し、男女共同参画
に関する意識を男女別で
把握した。
・男女共同参画啓発を目
的として、男女の実行委
員が事業内容を企画し
た。（男性9名、女性4名、
計13名）
・子育てと男女共同参画
をテーマにした講演会を
実施した。
・リコチャレ（理工チャレン
ジ）の視点を取り入れた体
験を実施した。

2 男女共同参画の
理解の推進
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
1 男女共同参画の啓発活動の推進

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

内容
主な施策

評価ポイント
30年度実施状況

担当課

B

B

社会教育課
・アンケート調査の結果に
より男女別等の把握をお
こなっている。
・今回は、白根ガス共催で
おこなっているエコクッキ
ングにタイアップしおこ
なったため、企画・立案の
段階ではおこなっていな
い。　　　　・誰でも参加し
やすいよう土曜日開催あ
るいは、男女問わず参加
できる形で募集をおこなっ
た。

時　期 7月～3月
対　象

市内在住・在勤で
幼児・小学生の父親

・子育て中の父親、保護者、祖
父に家事などの技術を学ぶシ
リーズ講座に参加してもらい、
家庭生活に役立つ知識を身に
つけてもらう。また、家庭での
父(母)親の役割分担、男女の
差をなくして生活することにつ
いて意識し、講座に参加する
同じ立場の父親同士の交流の
きっかけづくりとする。
【内容】食育に関連した親子料
理教室
【講師】燕市生涯学習人材バ
ンク登録者　　　【募集人数】10
人

2 男女共同参画の
理解の推進

事業名 中央公民館事業
「かっこいいパパに
なろう～親子料理教
室～」

・募集の周知方法を
工夫したことで、昨年
に比べて応募数は増
加したが、応援賞枠
の企業・団体からの
応募数に変化が見ら
れなかった。募集の
際は、企業・団体から
もう少し応募してもら
えるよう工夫が必要。

・他の市町村でおこ
なっている講座を参
考にしながら、今後の
開催について、実施
内容を検討しながら
事業の開催に努めた
い。

・あらゆる分野で女性の
活躍を推進するための事
業として企画した。
・女性のロールモデルとな
るよう、また、企業・団体
の取り組みの参考になる
よう、受賞者（事業所）に
ついてHP等で周知した。

3 インセンティブ
の付与

事業名 つばめ輝く女性表彰

市民、事業所、団体

・様々な分野で挑戦し、輝いて
いる女性及び女性の活躍推進
に積極的に取り組む企業･団
体を自薦･他薦で募集し、「つ
ばめ輝く女性表彰選考委員
会」(燕市男女共同参画推進審
議会)で選考を行い、市長が被
表彰者を決定する。

時　期 8月～1月
対　象

地域振興課
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
2 社会通念・慣習の見直しと意識改革

B

A

A6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進

事業名 地域セミナー

5 男女共同参画に
関する調査の実
施

事業名 アンケート実施

・男女共同参画啓発
のための、様々な
テーマを検討してい
く。

地域振興課
・参加者に対してアンケー
トを実施し、男女別の感
想・要望等を把握してい
る。
・男女共同参画の意義や
取り組みについて、男性
の立場・視点から理解を
深める学習の場を提供す
ることを目的として企画し
た。　　　　　　　　　　　・
『「男性学」の視点から男
女共に生きやすい社会を
考える』をテーマにセミ
ナーを開催し、男女関係
無く参加いただいた。

時　期 2月17日
対　象

・イベント型のフェスタ
においてアンケートの
回収は難しいことか
ら、参加者を講演会
会場へ誘導しアン
ケートを回収する予
定であったが、講演
会会場への誘導がう
まくいかなかった。来
年度は講演会形式に
変更する予定なので
回収率を上げたい。

地域振興課
・男女共同参画に関する
意識調査を行い、男女別
に集計して検証した。
・男女共同参画について
の理解が進んだかを測れ
る調査項目を実行委員と
検討した。
・男女関係無く、全来場者
に対してアンケートを実施
した。

時　期 12月8日
対　象 市民
・つばめ「人とひと」ふれあい
フェスタ2018来場者に、男女共
同参画に関する関心や理解度
などを測るための意識調査を
行う。

市民
・毎年、男女共同参画の視点
をもった講座内容を検討し、
（公財）新潟県女性財団と共催
で開催する。

4 固定的性別役割
分担意識の解消

事業名 刊行物への配慮 ・固定的性別役割分
担意識に関する指摘
を受けることはなかっ
た。今後も引き続き、
固定的性別役割分担
意識を助長するよう
な表現をしないよう配
慮していく。マニュア
ル等の作成について
検討していく。

地域振興課
・固定的性別役割分担意
識を助長するような表現
をしないように配慮した。時　期 通年

対　象 職員
・各課において作成する広報、
チラシ、ポスター、パンフレッ
ト、その他刊行物を作成する
際に性別による役割分担意識
に配慮しているかどうか留意
する。

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

6



1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
2 社会通念・慣習の見直しと意識改革

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント
B

B6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進

事業名 両親学級（ハッピー
ベビークラブ）

健康づくり課
・夫婦で協力して家事・育
児を実施していく意識啓
発の把握のために、夫の
家事への協力度や、夫・
妻がそれぞれ感じる妊婦
の動作時の大変さを把握
し、教室の内容に活かし
ている。
・妊娠中から夫婦で育児
を協力していくイメージづ
くりができるために、夫・妻
の意見両方を聞けるよう
に企画。
・夫婦がそろって参加しや
すいように、産業カレン
ダーが休日の日に開催。
夫婦が同じ体験ができる
ように実施。

時　期 通年
対　象

・参加者アンケートで
は、9割以上の方が
教室に満足と回答し
ており、家庭で料理を
して妻に喜ばれ、料
理への自信がつい
た・楽しい教室の雰
囲気を家庭にも持ち
込みたい・味付けや
健康によいメニューを
知って健康意識が変
わったなどの感想が
聞かれた。教室は毎
年開催のためリピー
ターは半数以上で、
仲間作りにも役立っ
ている。さらに元気磨
きたいへの参加にも
つながっている。（今
年度教室参加者から
4名の加入あり）

健康づくり課
・参加者の年代を加味し、
調理メニューや資料等、
教室内容を工夫した。3回
目の教室終了後に、参加
者アンケートを実施し、教
室の評価を行った。
・男性も家事を楽しめ、継
続参加につながるよう、調
理実習だけではなく、アイ
スブレイクやグループワー
クの内容を取り入れた。
・燕市健康増進計画実践
プロジェクト（元気磨きた
い）の男性料理グループ
に所属するメンバーを教
室のサポートに加え、多く
の男性がすでに料理を実
践している姿を見せる事
により、男性が日常的に
家庭や地域活動において
料理をすることに自信が
つくよう支援した。

時　期 11月～12月
対　象 市内在住の男性
・食事を通して、楽しみながら
自分の食生活や健康に対する
意識や考え方、行動などを振
り返り、健康的な食生活や作
る楽しさを発見できる。
・教室を通して男性に家事(料
理)への参画を促進する。

妊婦及びその夫
・安心して新しい命の誕生を夫
婦で迎えるために、妊娠･出産
における知識の普及や伝達を
する。
・妊婦体験･沐浴体験などを通
して、夫婦で協力して家事･育
児をしていく意識啓発を図る。
・出産･育児を経験した家族
と、これから出産･育児を迎え
る夫婦と交流する機会を持ち、
男性の積極的な育児参加を推
進していく。

6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進

事業名 男性の料理教室

・夫の参加率は平成
29年度22.7％と比較
すると、減少したが
20％は維持してい
る。今後も母子健康
手帳発行時にＰＲし、
参加を促していく。
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
2 社会通念・慣習の見直しと意識改革

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

A 子育て支援
課・保育園で、父母と男女別

を把握している。
・「保護者」とし「性差」を示
さなかった。
・保護者会と保育園が相
談して来園しやすい日を
決めた。
・父親も参加しやすい内
容で実施した。

時　期 12月
対　象 園児及びその保護者
・食育年間計画、保育年間計
画に基づいた食育の推進、講
演会により啓発を図る。
・幼児期の食事について保護
者に講演。親子でおにぎり作り
体験。保育園給食の試食。
　（実施時期、実施施設は未
定。年度内に１回、１施設で実
施予定）

・男女が共に介護の
担い手となるために、
参加しやすい（特に
男性の参加につい
て）実施方法や情報
提供などについての
検討を進めていく。

長寿福祉課
・参加者名簿を作成し、男
女別の集計をした。参加
の動機が、男女によって
どのような違いがあるの
か把握した。
・介護予防の担い手研修
のチラシに関して、男女が
共に介護予防に参加して
いるようなイラストにした。
・性別・年齢を問わず参加
できる研修会であり、男女
が共に介護の担い手がで
きるような情報提供をし
た。

時　期 通年
対　象 65歳以上の市民
・介護予防・日常生活支援総
合事業では、地域で支援が必
要な人に対して、地域住民が
主体となった有償・無償のボラ
ンティア等による外出や交流
での介護予防や家事等の生
活支援といったサービスの提
供をしている。また、その他に
一定の研修を受けた事業所職
員が身体介護を含まないサー
ビスを提供できるようになっ
た。そのサービスの担い手とし
て、地域住民を対象に総合事
業における基準緩和型サービ
スに従事できる資格を得るた
めに燕市では介護予防の担い
手研修を年２回開催する。

事業名 キッズ健康講座

6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進

事業名 介護予防・日常生活
支援総合事業

6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進

・参加者の男性の割
合が多くなった。この
事業を今後も継続し
たい。
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
2 社会通念・慣習の見直しと意識改革

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

B

市内在住・在勤で
幼児・小学生の父親

・調理体験を通じて食への興
味関心を高めてもらい食事の
重要性と楽しさを理解してもら
う。
・普段調理をしない親子も参加
しやすいよう手軽にできるメ
ニューを設定し、コミュニケー
ションを図りながら楽しく食に
ついて学ぶ場を提供する。
　（実施時期年2回）

事業名 【再掲】中央公民館
事業「かっこいいパ
パになろう～親子料
理教室～」

・開催については、毎
週水曜日の10時～13
時までとなっていたた
め、勤めている男性
は参加しにくいと思
う。今後は実施内容
を精査しながら、男性
参加を視野に入れな
がら開催の実施に努
める。

社会教育課
・参加者に対し毎回アン
ケートの実施をおこなって
いるので、内容を精査しな
がら集計している。
・親子一緒に調理体験や
食事を楽しみながら、家
庭教育について座学をお
こなう内容のため、企画・
立案の段階ではおこなっ
ていない。
・チラシ等には女性ばかり
でなく男性も参加しやすい
よう工夫をおこなった。

時　期 7月～3月
対　象

事業名 子育て支援施設等で
の育児体験・職場体
験事業

・赤ちゃんや幼児との
異年齢交流は、自ら
を振り返ったり、将来
の自分を想像したり
する絶好の機会であ
るので、市内の高等
学校や中学校等から
の参加者が増えるよ
う、情報発信の方法
を検討する。

子育て支援
課・参加者の男女別の人数

を把握した。
・チラシを作成する際に、
性別による固定的役割分
担を表すようなイラストや
表現を使用しないように
配慮した。
・赤ちゃんとふれあうこと
で命の大切さを若い世代
に伝え、将来の父親とな
る男子生徒・学生にも体
験してもらうよう努めた。

6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進

時　期 通年
対　象 乳幼児親子・小中学

生、高校生、地域の
保護者など

・児童館事業『赤ちゃんとのふ
れあい交流会』を実施し、乳幼
児を持つ保護者の協力のも
と、学生が赤ちゃんとふれあう
機会を設け、将来、父親・母親
となる若い世代に命の大切さ
を伝える。
・市内中学校が実施する職場
体験において、子育て支援施
設や保育園等で中学生を受け
入れ、幼児保育を体験してもら
うことで、男性保育士の存在
や、育児や保育が女性だけの
ものではないことを知ってもら

6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進
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1 男女共同参画の意識づくり
1 男女共同参画の理解の推進
2 社会通念・慣習の見直しと意識改革

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B 社会教育課
・結果的には、父親の参
加は一人もなく残念であっ
た。次年度以降の開催に
ついては、今年度の実施
内容を検証しながら内容・
日程などを考慮し検討し
ていきたい。
・父親も参加しやすいよ
う、日程を調整し、チラシ
等の工夫も行った。

時　期 8月～2月
対　象

親子

・調理体験を通じて食への興
味関心を高めてもらい食事の
重要性と楽しさを理解してもら
う。
・普段調理をしない親子も参加
しやすいよう手軽にできるメ
ニューを設定し、コミュニケー
ションを図りながら楽しく食に
ついて学ぶ場を提供する。
　（実施時期年2回）

事業名 食育推進講座  ・男性の参加を得ら
れる実施内容の検証
を行っていく。

6 男女共同参画に
関する男性の理
解の促進
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1 男女共同参画の意識づくり
2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
1 男女平等教育の推進

B

B

B8 保育者、教職員
等への情報提供
と意識啓発

事業名 職員研修 ・男女にとらわれるこ
となく参加できる専門
的な内容のものが多
いこともあり、多数の
参加があった。園内
研修も行っているが
延長保育があるた
め、限られた時間内
での研修を工夫して
実施していくかが課
題である。

子育て支援
課・参加者名簿より、対象者

や男女別の人数などを把
握し、参加対象者や内容
など検討した。
・研修内容に該当する対
象者に、男女にとらわれ
ることなく意見など聞い
た。
・研修内容に該当する対
象者に、男女とらわれるこ
となく参加を呼び掛けた。

時　期 通年
対　象 保育士
・保育者は新潟県保育士会が
主催する研修に参加し、性別
にとらわれることなく、個性を
大切にした保育を学ぶ。

学校教育課
・企画立案チームの男女
バランスに配慮した他、講
師の選定でも考慮した。
・広く人権問題に触れなが
ら平等の意識を養うととも
に、男女共同参画社会推
進の重要性にも触れなが
ら、啓発に努めた。

時　期 通年
対　象 教職員
・教職員を対象とした男女平
等･男女共同参画に関する情
報提供や研修の実施により、
男女共同参画の視点に立った
教育・学習の推進を図る。

通年
対　象 児童生徒
・多様な選択を可能にする児
童生徒への教育の推進とし
て、職業体験学習を含むキャ
リア教育計画にあっては、男
女共同参画の視点に立った教
育・学習を推進する。
・キャリア教育の一環として、
中学校では職場体験学習、小
学校では農業体験学習を実施
する。

・参加者の感想など
から、校内での男女
共同参画社会の推進
に資する取組につな
がったと考えている。

8 保育者、教職員
等への情報提供
と意識啓発

事業名 教職員等への情報提
供と意識啓発

担当課
内容 評価ポイント

7 多様な選択を可
能にする児童生
徒への教育の推
進

事業名 多用な選択を可能に
する児童生徒への教
育の推進

・生徒が将来につい
て考える貴重な機会
となったが、男女共同
参画の視点に立った
教育・学習の推進とし
ては、男女共同参画
の視点を取り入れて
事前研修を行うこと
が必要と思われる。

学校教育課
・パンフレットの作成にお
いて、性別による固定的
役割分担を表すようなイラ
ストや表現を使用しないよ
うに配慮した。
・職業における男女の固
定概念にとらわれず、取り
組み内容や職場体験の
派遣先を決定することに
より、生徒にとっては、自
分の進路や職業感を考え
る良い機会となった。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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1 男女共同参画の意識づくり
2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
1 男女平等教育の推進

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

B

B9 保護者等への情
報発信と意識啓
発

事業名 保護者会・ＰＴＡ役
員会

・仕事の関係で主に
男性が主になるとこ
ろは役員会の時間が
遅い方が参加しやす
く、時間が早い所は
女性が主になる事が
多い。各園の規約に
ついて研究が必要で
ある。

子育て支援
課・各園の規約を確認し、各

会の人数や男女別のデー
タなどから男女のバランス
など把握し、検討した。
・各園の規約の内容をみ
て、男性が役員になって
いる園の様子などを聞き
ながら、男女平等の視点
を取り入れられるか検討
した。　　　　　　　・部分的
ではあるが、役員会の時
間を遅らせるなどして、仕
事が終わってからや夕食
の支度後など役員会を開
き、男女共に出席しやす
いようにしている。

時　期 通年
対　象 保育園・こども園・

幼稚園の保護者
・保護者会やPTA役員会など
に男女がバランスよく参画して
もらえるよう働きかける。
・保護者会やPTA役員会と協
力し、男女共同参画を意識し
た研修会や講演会を実施、保
護者及び職員が受講する。
・「親子ふれあい遊び」など、男
女共同参画を意識した講演会
や研修会の案内文書を配布
し、園内にポスターを掲示す
る。

・家庭における、男女
共同参画社会の推進
につながる取組だっ
たと考えている。

学校教育課
・掲載する内容について、
性別による固定的な解釈
や考え方、イメージにつな
がるような表現やイラスト
等は控えるようにした。
・学校では、男女のくくりで
はなく、学級、学年、学校
の大きな集団・仲間として
考え表現していくことで、
男女共同参画の視点を取
り入れ、便りとして発行し
てきた。

時　期 通年
対　象 保護者
・保護者等に対する男女平等･
男女共同参画に関する情報発
信として、学校たより等を通じ
て保護者に発信する。
・男女ともに参画しやすい保護
者会活動や学校運営を推進す
る。

9 保護者等への情
報発信と意識啓
発

事業名 保護者等への情報発
信と意識啓発
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1 男女共同参画の意識づくり
2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
2 男女共同参画を推進するための学習機会の提供

A

B

A

「男女共同参画」とい
うテーマだと固いイ
メージがあり利用者
が乏しい。他のメ
ニューとのコラボや
テーマ名の変更等を
検討する必要あり。

社会教育課

市民
・6月の男女共同参画週間に
合わせて、広報6月1日号
「Book Choice」欄で男女共同
参画に関するテーマの図書を
紹介する。
・燕市内の図書館の展示コー
ナーで男女共同参画の意識啓
発につながるような図書を展
示･紹介する。
・人ひとフェスタ等のイベントと
連携を図り、イベント会場に展
示コーナーを設置し、「おはな
し会」を開催する。

社会教育課
・利用団体から男女別に
参加者数の報告を受け集
計している。
・市政全体に係る出前講
座なので、重点的ではな
いものの54メニューの1メ
ニューとして「みんながい
きいき！男女共同参画」
を設けている。

・男女様々な立場の
方からのご要求に応
え、継続して男女共
同参画の趣旨に合っ
た図書の選定を行う
ことができている。今
後の課題として図書
の展示・事業の広報
をより効果的に行うこ
との検討が必要であ
る。

・利用者からのリクエスト
や３図書館での選書会議
により市民のニーズをとり
いれた図書を購入するよ
うにしている。
・広報の「Book Choice」
コーナーや各館で展示
コーナーを設置する際に
は男性女性両方からの目
線で本を選書するように
配慮している。
・男性が積極的に子育て
に参加する事業を企画し
ている。
・男女様々な立場や環境
に応じた図書を選書・展
示または事業を行い、多く
の利用者の方から関心を
持ってもらうえるよう配慮

時　期 通年
対　象

・市民の方々からの求めに応
じ、市職員が市役所の業務や
事業について、出張講座を行
う。平成28年度で54のメニュー
があるが、その一つとして「み
んながいきいき！男女共同参
画」を設けている。内容として
は男女共同参画社会について
男女共同参画推進条例の内
容を含めて説明するもので、
男女共同参画の学習機会を
提供する。平成30年度も継続
事業として実施し内容に変更
なし。

事業名 【再掲】男女共同参
画関係図書展示・紹
介事業

時　期 通年
対　象 市民

10 男女共同参画の
意識を高める学
習機会の提供

10 男女共同参画の
意識を高める学
習機会の提供

事業名 燕市まちづくり出前
講座

担当課
内容 評価ポイント

10 男女共同参画の
意識を高める学
習機会の提供

事業名 【再掲】地域セミ
ナー

・男女共同参画啓発
のための、様々な
テーマを検討してい
く。

地域振興課
・参加者に対してアンケー
トを実施し、男女別の感
想・要望等を把握してい
る。
・男女共同参画の意義や
取り組みについて、男性
の立場・視点から理解を
深める学習の場を提供す
ることを目的として企画し
た。
・『「男性学」の視点から男
女共に生きやすい社会を
考える』をテーマにセミ
ナーを開催し、男女関係
無く参加いただいた。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 2月17日
対　象 市民
・毎年、男女共同参画の視点
をもった講座内容を検討し、
（公財）新潟県女性財団と共催
で開催する。

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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1 男女共同参画の意識づくり
2 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進
2 男女共同参画を推進するための学習機会の提供

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

A ・今後の課題として図
書の展示・事業の広
報をより効果的に行
うことの検討が必要
である。

社会教育課
・利用者からのリクエスト
や３図書館での選書会議
により市民のニーズをとり
いれた図書をバランスよく
購入するようにしている。
・男女様々な立場や環境
に応じた図書の選書を行
い、たくさんの人から関心
を持ってもらうえるような
図書構築になるよう配慮
している。
・選書会議を行うにあた
り、男女年代問わず利用
者からのリクエストを受付
けている。
・選書会議の際には男女
の意見を取り入れ選書を
するように配慮している。

対　象 市民
・男女共同参画の意識啓発に
つながる図書を市内3図書館
で計画的に購入し所蔵する。
・児童向けから一般シニア層
まで各ライフステージに合わせ
てバランスよく収集整備する。

時　期 通年

10 男女共同参画の
意識を高める学
習機会の提供

事業名 男女共同参画関係図
書整備事業
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2 男女共同参画の社会づくり
1 あらゆる分野における政策・方針、意思決定過程への女性参画の推進
1 各種審議会等への女性登用の推進

A

B 地域振興課
・調査結果より、重点的に
啓発が必要な審議会等を
把握している。
・調査を行うことにより女
性委員登用を啓発するこ
とにつながる。

時　期 7月～8月
対　象 職員
・各種審議会等への女性委員
登用の推進状況を県の調査に
併せ実施し、県及び審議会へ
報告する。また、女性委員登
用状況についてウェブサイトで
公表する。

通年
対　象 委員
・附属機関の女性委員登用に
全庁的に取り組むよう、年度
切替のタイミングで全所属に
周知及び依頼を行う。
・上記のほか、定期的に「燕市
附属機関等の設置、運営、公
募及び公開に関する指針」の
内容を全所属に周知し、指針
の適正な運用を依頼する。
・女性委員の登用状況を全所
属で共有できるよう、公職者台
帳の更新を定期的に依頼す
る。

・7つの審議会等で女
性委員が0人となって
いる。
・総務課と協力して、
女性委員が0人の審
議会等をなくすよう担
当課に働きかける。

11 各種審議会等へ
の女性委員登用
の推進

事業名 女性委員登用状況調
査

担当課
内容 評価ポイント

11 各種審議会等へ
の女性委員登用
の推進

事業名 女性委員登用推進 ・女性委員の積極的
な登用についての継
続的な働きかけによ
り、職員の意識が高
まると同時に女性登
用率も伸びてきてい
るが、引き続き、指針
に基づき、女性委員
の登用について各課
に働きかけていく。

総務課
・女性委員の登用状況を
全所属で共有できるよう、
公職者台帳の更新を定期
的に依頼し、最新の委員
の男女別構成データの把
握に努めた。
・年度当初と中間の計２
回、「燕市附属機関等の
設置、運営、公募及び公
開に関する指針」を全職
員に周知した。
・附属機関等の女性委員
の登用に全庁的に取り組
むよう、年度切替のタイミ
ングで全所属に周知及び
依頼を行った。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

15



2 男女共同参画の社会づくり
1 あらゆる分野における政策・方針、意思決定過程への女性参画の推進
2 女性管理職等の登用に向けた意識啓発の推進

B

B

B12 事業所、各種団
体等に対する女
性登用の啓発

事業名 燕市人・農地プラン
を更新するための検
討会の実施

・具体的な活動に対
しては男女共同参画
の視点での実施が行
えたが、女性農業者
の参加、掘り起こしが
課題。

農政課
・事業実施にあたっては、
男女が協働で取り組みを
進めるよう配慮するよう具
体事業を実施してきた。
・事業参加への周知を行
うとともに、事業実施日時
など男女ともに参加しや
すい時間等の要望を聞
き、その都度設定してい
る。

時　期 通年
対　象 女性農業者等燕市農

業再生協議会メン
バー

・燕市人･農地プランの継続的
な話合いと見直しを行いプラン
の更新をするため、検討会を
実施する。

商工振興課
・男女ともに活躍できる職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市内事業所
・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシや、地域振興課が
主催する講演会のチラシ等を
市関係各所窓口に設置した
り、広報掲載することによっ
て、企業や市民への周知に努
める。

通年
対　象 市内事業所
女性が働き続けられる職場環
境の整備を推進することで女
性登用につなげられるよう、
ハッピー・パートナー企業の登
録促進や事業者を対象とした
研修会等の開催を行う。
・「イクボス研修会」、「つばめ・
やひこ女性活躍推進フォーラ
ム」の開催。
・ハッピー・パートナー企業の
登録を働きかける。

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

12 事業所、各種団
体等に対する女
性登用の啓発

事業名 事業所、各種団体に
対する女性登用の啓
発

担当課
内容 評価ポイント

12 事業所、各種団
体等に対する女
性登用の啓発

事業名 事業所、各種団体等
に対する女性登用の
啓発

・あらゆる場面におい
て女性登用が促進さ
れるよう、固定的性
別役割分担意識の解
消や男女共同参画に
ついて啓発する。

地域振興課
女性の登用につながるよ
う、事業者向けの研修内
容とし、管理職や人事担
当にも参加を呼びかけ
た。
・「イクボス研修会」「つば
め・やひこ女性活躍推進
フォーラム」を開催し、男
女共同参画や女性活躍に
関する啓発を行った。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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2 男女共同参画の社会づくり
1 あらゆる分野における政策・方針、意思決定過程への女性参画の推進
2 女性管理職等の登用に向けた意識啓発の推進

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

A

B13 事業所や各種団
体等における男
女共同参画の啓
発

事業名 事業所や団体におけ
る男女共同参画の啓
発

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・男女ともに活躍できる職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市内事業所・商工団

体等
・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシや、地域振興課が
主催する講演会のチラシ等を
市関係各所窓口に設置した
り、広報掲載することによっ
て、企業や市民への周知に努
める。

・事業者と協働によ
り、ワーク・ライフ・バ
ランスの推進や女性
活躍の推進に取り組
み、男女がともに活
躍する働きやすい職
場環境づくりを促進
する。

地域振興課
・参加者アンケートを参考
にニーズを把握した。
・男女ともにワーク・ライ
フ・バランスの実現や、女
性の活躍推進について啓
発する内容とした。
・事業者を対象に女性活
躍推進について講演を実
施した。
・事業所の取組事例発表
を実施した。

時　期 通年
対　象 市内事業所、職員
1年を通して、男性女性、事業
所等を対象とした講演会や講
座などを開催し、男女共同参
画、女性登用、ワーク・ライフ・
バランスの実現に向けて啓発
を行う。
・女性の活躍創造プロジェクト
チーム「活働☆つばめこまち応
援隊」による取り組みを提案。
・「イクボス研修会」によるイク
ボスの意識啓発及び普及。
・「つばめ輝く女性表彰」による
ロールモデルの提示。
・「つばめ・やひこ女性活躍推
進フォーラム」による事業者へ
のワーク･ライフ･バランス推進
の意識啓発。
・「女子会トーク」による働く女
性同士の意見交換。
・「スキルアップ講座」による働
く男女のビジネススキルの向
上。
・「異業種交流研修会-若手社
員編-」による若手社員同士の
コミュニケーション能力の向上
及び交流。
・「マザーズおしごと相談会」に
よる再就職セミナー。

13 事業所や各種団
体等における男
女共同参画の啓
発

事業名 女性が輝くつばめプ
ロジェクト推進事業

17



2 男女共同参画の社会づくり
2 地域活動等における男女共同参画の推進
1 地域における男女共同参画の推進

B

B

B

B ・まちづくり協議会の
役員における女性の
割合が少ないため、
固定的性別役割分担
意識の解消や男女共
同参画について啓発
する。

地域振興課
・総会資料により各協議
会の女性役員の登用状
況を把握している。
・懇談会で地域の課題を
地域で解決していくために
は女性も含め多様な意見
や力が必要である旨を話
した。

時　期 通年
対　象 まちづくり協議会・

市民活動団体
・まちづくり協議会や市民活動
団体が行う活動において、計
画段階から女性も参画できる
よう各協議会からの個別の相
談や市民活動団体の活動支
援時の相談等機会を捉えて役
員等の女性の登用や、活動へ
の女性参画を働きかけ男女共
同参画の啓発を図る。

15 地域活動や市民
活動における男
女共同参画の啓
発

事業名 まちづくり協議会、
市民活動団体への働
きかけ

15 地域活動や市民
活動における男
女共同参画の啓
発

事業名 地域活動や市民活動
における男女共同参
画の啓発

・自治会活動の自主
性を重んじており、人
選等について行政か
らの指導は行ってい
ない。引き続き、協議
会の総会等で説明の
機会を設けたい。

総務課
自治会は市役所とは別組
織であるため、役員構成
等を指示したり、選任方法
に介入することは難しい。
・5月の自治会協議会総
会において、女性登用の
推進について依頼を行っ
た。

時　期 通年
対　象 自治会
・自治会総会、市政懇談会な
どの機会を捉えて地域活動に
ついての男女共同参画の啓発
を行う。

地域振興課
・総会資料により各協議
会の女性役員の登用状
況を把握している。
・懇談会で地域の課題を
地域で解決していくために
は女性も含め多様な意見
や力が必要である旨を話
した。

時　期 通年
対　象 まちづくり協議会他
・まちづくり協議会が行う活動
において、計画段階から女性
も参画できるよう懇談会や各
協議会からの個別の相談等機
会を捉えて役員等の女性の登
用や、女性参画を働きかける。

通年
対　象 自治会
・自治会協議会の総会などの
機会を捉えて自治会役員等へ
の女性登用について啓発を行
う。

・まちづくり協議会の
役員における女性の
割合が少ないため、
固定的性別役割分担
意識の解消や男女共
同参画について啓発
する。

14 地域における女
性登用の啓発

事業名 まちづくり協議会等
への働きかけ

担当課
内容 評価ポイント

14 地域における女
性登用の啓発

事業名 地域における女性登
用の啓発

・自治会活動の自主
性を重んじており、人
選等について行政か
らの指導は行ってい
ない。引き続き、協議
会の総会等で説明の
機会を設けたい。

総務課
・5月の自治会協議会総
会において、女性登用の
推進について依頼を行っ
た。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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2 男女共同参画の社会づくり
2 地域活動等における男女共同参画の推進
2 防災活動への女性参画の推進

B

B 防災課
・参加者を女性限定にし、
女性目線の災害対応につ
いて研究した。
・過去の災害現場などで
の女性の活躍の必要性に
ついて企画・立案を行っ
た。
・女性でもわかりやすく、
できることを実践を交えな
がら講義を行った。

時　期 通年
対　象 防災に関心のある女

性
・災害発生時に活躍できる人
材を育成するため、女性のみ
を対象とした防災リーダー養
成講座を開催する。
・具体的・実践的な内容を学
び、多くの防災知識を身につ
けてもらうため、実施回数を増
やす。

通年
対　象 自主防災組織・自治

会

・住民向けの「避難所運営マ
ニュアル概要版」を作成し、自
主防災組織･自治会に配布す
る。

・災害時における女
性の活躍は様々な場
面で必要となるので、
今後も広く理解してい
ただくよう周知してい
きたい。

17 自主防災組織へ
の女性の参画の
推進

事業名 女性防災リーダー養
成講座

担当課
内容 評価ポイント

16 男女共同参画の
視点での地域防
災計画の策定

事業名 女性の視点を取り入
れた避難所運営

・今年度は、新潟県
三条地域振興局や看
護協会県央支部と共
同でHUG講習を実施
することとなり、多くの
女性から避難所運営
の在り方などに関心
を持ってもらえたこと
に加え、異業種交流
の場ともなり大変充
実した講習会となっ
た。

防災課
・参加者一覧表を作成し、
課題・ニーズの把握を
行った。
・HUG講習の実施にあた
り、男性だけまたは女性
だけのテーブルを作らず
男女で意見を言えるよう
グループの配置を工夫し
た。
・新潟県三条地域振興局
健康福祉環境部と共同で
実施することにより、検診
等で女性とのかかわりが
多く、女性の視点を熟知し
ている保健師にも参加い
ただくことができた。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
1 男女がともに働きやすい環境の整備
1 各種ハラスメント防止の周知・啓発

B

A

B 商工振興課
・製造現場で女性が働き
やすい環境を整え、雇用・
就労に結びつくことを念頭
に制度設計した。
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市内事業所
・従業員の使用に供するため
の託児スペース、女性専用ト
イレ、女性専用更衣室、女性
専用休憩室の設置工事にか
かる費用を助成し、事業所の
女性雇用の促進を図る。

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

・市や民間企業の管
理職に対して「イクボ
ス」の理解促進を図
れた。今後も継続して
「イクボス」の理解促
進と普及に努める必
要がある。

地域振興課
・参加者アンケートを参考
にニーズを把握した。
・「イクボス」の普及や意
識啓発を通して、ワーク・
ライフ・バランスの実現を
図ることを目的として企画
した。
・市や民間企業の管理職
に対して研修を実施し、
「イクボス」に関する理解
を深めてもらうことで、
ワーク・ライフ・バランスの
実現を推進した。

時　期 8月8日
対　象 事業者・職員
・事業者、市役所の管理職を
対象に、ワーク･ライフ・バラン
スに積極的に取り組むことに
よる効果を学ぶ。
・部下を活かすための上司（＝
イクボス）の役割、心得につい
て学ぶ。

事業名 女性が輝くつばめプ
ロジェクト推進事業
【イクボス研修会】
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19 男女の均等な待
遇確保のため
の、職場環境整
備の促進

事業名 男女が共に働きやす
い職場環境の整備を
啓発（女性雇用促進
職場環境整備支援事
業）

男女の均等な待
遇確保のため
の、職場環境整
備の促進

担当課
内容 評価ポイント

18 男女の均等な雇
用と待遇確保の
ための、関係法
令等の周知

事業名 男女雇用機会均等
法、育児・介護休業
法、パートタイム労
働法・労働者派遣法
などの内容周知

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 通年
対　象

市民

・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシを、市関係各所窓
口に設置したり、広報掲載す
ることによって、企業や市民へ
の周知に努める。

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
1 男女がともに働きやすい環境の整備
1 各種ハラスメント防止の周知・啓発

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

A

B

・相談窓口を知らな
かったという人がいな
いよう、今後も継続的
に相談窓口の周知を
行っていく必要があ
る。

地域振興課
・年代別の相談項目など
を把握している。
・男性とは異なる女性なら
ではの問題を相談できる
窓口を設置した。
・女性相談員を配置し、女
性が相談しやすい環境を
整えた。中が見えないよう
に会場設営に配慮した。

時　期 通年
対　象 市民
・毎月15日号の広報紙の「相
談アラカルト」内に、県や市で
実施している女性のための相
談窓口や、市で実施している
法律相談を周知することで悩
みをひとりで抱え込まずに相
談できる環境を整える。
・また電話で相談が来た場合
は、関係部署や関係機関と連
携を図りスムーズな対応がで
きるようにする。

事業名 相談窓口の周知

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象

市内事業所

・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシを、市関係各所窓
口に設置したり、広報掲載す
ることによって、企業や市民へ
の周知に努める。

20 各種ハラスメン
ト防止の周知・
啓発

事業名 セクシャル・ハラス
メント防止のための
啓発

20 各種ハラスメン
ト防止の周知・
啓発
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
1 男女がともに働きやすい環境の整備
2 女性の再就職と継続就業のための支援

B

B

B ・平成30年度は女子
会トークのほか、異業
種交流会に代えて
「働き方」をテーマとし
た庁内研修を実施し
た。今後も、女性の活
躍をはじめ、ワーク・
ライフ・バランスを推
進していく必要があ
る。

総務課
・アンケート結果を基に、
男女別の集計やデータ分
析を行い、課題・ニーズの
把握を行った。
・スキルアップやビジョン
につなげていく場となるよ
う、民間企業で活躍する
ロールモデルを招き、日
頃感じていることや事業
所で取り組んでいることな
ど、ざっくばらんに会話で
きるよう配慮した。

時　期 通年
対　象 職員
・働く女性のネットワークを支
援するため、異業種交流研修
に職員参加を積極的に呼びか
ける。
・毎年開催される女子会トーク
への職員参加を積極的に呼び
かけます。
・将来の管理職候補を育成す
るため、管理職をめざすステッ
プアップ講座（研修）に女性職
員を派遣する。

23 女性の活躍に向
けた取り組みの
啓発と事業者の
理解の促進

事業名 女性の活躍に向けた
取り組みの啓発と事
業者の理解の促進

22 女性の再就職と
継続就業のため
の関係法令と制
度の周知

事業名 育児・介護休業法等
労働関係法令の周知

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・地域振興課と連携し、本
制度利用者へは、ハッ
ピーパートナー企業の周
知・登録を促した。

時　期 通年
対　象 市内事業所
・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター・チラシを、市関係各所窓
口に設置したり、広報掲載す
ることによって、企業や市民へ
の周知に努める。

21 女性の再就職と
継続就業のため
の情報提供と支
援

事業名 再就職のための情報
提供・支援

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

商工振興課
・社会復帰を目指す母親
の不安解消を図るため、
よりスムーズな復帰に結
びつくよう、開催時期や場
所等を考慮して実施した。
・チラシやポスター、ホー
ムページなどを作成する
際に、性別による固定的
役割分担を表すような表
現を使用しないように配
慮した。　　　　　　　・子育
てママが安心して参加で
きるよう、保育ルームを設
置して実施した。

時　期 6月～1月
対　象 再就職を検討する女

性
・再就職を検討する母親の情
報共有や悩み解消の場として
相談会を実施。保育制度、就
職活動についての講演を併せ
て行う。（年間１～２回程度）

・再就職支援のため
にはハローワーク（地
域職業相談室）との
連携が必須と考えて
いるが、吉田産業会
館改修工事と重なっ
たために１回の開催
となった。実際に仕事
復帰した先輩ママか
ら講師として登壇して
もらったところ、とても
好評であったので次
年度も開催を検討し
たい。

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
1 男女がともに働きやすい環境の整備
2 女性の再就職と継続就業のための支援

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

B

B

・期待した参加者数
には届かなかった。
・今後も様々な視点
でのテーマを検討し、
女性の活躍につなが
る講座を開催してい
く。

地域振興課
・参加者アンケートを参考
にニーズを把握した。
・メンタルヘルスについて
学び、働く上でのストレス
との上手な付き合い方を
男女関係無く身に付ける
ことを目的として企画し
た。
・1部（若手向け）ではスト
レスコントロールなど、2部
（管理職向け）ではうつ病
などについて講座を実施
し、男女関係無く参加いた
だいた。

時　期 8月30日
対　象 市民、職員
・働く女性の能力開発の学習
機会として企画し、女性の人
材育成を支援するものとして
始めた取組であるが、女性の
活躍には男性の理解も必要と
のことで男女問わず参加対象
としている。講座内容の企画に
ついては「活働☆つばめこまち
応援隊」のメンバーによるも
の。
・ストレスと上手に付き合うこと
で働く生きがいを感じられるよ
うメンタルヘルスに関する講座
を開催する。

23 女性の活躍に向
けた取り組みの
啓発と事業者の
理解の促進

事業名 女性が輝くつばめプ
ロジェクト推進事業
【スキルアップ講
座】

23 女性の活躍に向
けた取り組みの
啓発と事業者の
理解の促進

事業名 女性の活躍推進の情
報提供・働く女性の
ネットワークづくり

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市内事業所に勤務す

る者
・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシや、地域振興課が
主催する講演会のチラシ等を
市関係各所窓口に設置した
り、広報掲載することによっ
て、企業や市民への周知に努
める。
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
1 男女がともに働きやすい環境の整備
3 女性の創業支援と農業や自営業における就業環境の整備

B

B

B

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市内自営業者
・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシや、地域振興課が
主催する講演会のチラシ等を
市関係各所窓口に設置した
り、広報掲載することによっ
て、企業や市民への周知に努
める。

事業名 自営業における女性
の就業環境の整備

女性農業者等

・燕市農業委員会で行ってい
る家族協定の締結等事務につ
いて、同委員会と情報を共有
しながら県などの関係機関と
の協議を図る。

25 農業や自営業に
おける女性の就
業環境の整備

事業名 家族経営協定の推進
と労働条件向上につ
いての啓発

・家族内での男女共
同参画を目的にして
ることもあり、強制的
な取組はできない。
・引き続き、メリット等
を周知しながらの誘
導を進めていきたい。

農政課
・事業実施にあたっては、
取り組みを推進するため
年金特集号の発行や「家
族経営協定締結」による
優遇措置（メリット）が記さ
れたパンフレットを配布す
ることで、農業経営体内
（家族）での男女共同によ
る作業分担を促してきた。
・対象農業者が集まる機
会を通じ、周知PRを実施
した。

時　期 通年
対　象

25 農業や自営業に
おける女性の就
業環境の整備

担当課
内容 評価ポイント

24 女性の創業支援 事業名 女性の創業支援 ・男性、女性ともに創
業を目指す方により
効果的にアプローチ
する方法を検討する
必要がある。

商工振興課
・男性、女性ともに来場し
やすいよう、産業カレン
ダーの休日に開催した。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 6月～3月
対　象 市内に創業を希望す

る者
・性別に関わらず、熱意と意欲
のある人が創業するための支
援を行う「創業講座」を市内金
融機関との共催により実施す
る。

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
1 男女がともに働きやすい環境の整備
3 女性の創業支援と農業や自営業における就業環境の整備

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

B

B

B

事業名 生産経営の担い手と
しての知識と技術を
取得するための研修
会の実施

農政課
・先進的な女性農業者の
活動事例を学ぶことで、
参加した女性農業者が経
営参画への意欲を持つこ
とを目標とした。
・家族内（経営体内）での
役割分担等を学べる講習
内容で実施した。

時　期 通年
対　象 女性農業者
・県主催の農村女性活動先進
地視察研修会で女性農業者
の経営参画と、６次産業化の
推進を図る講習会を実施す
る。

・他地域で活躍する
女性業者の取組およ
び6次産業化の先進
事例の視察により、
女性農業者の経営参
画への意欲を高める
ことができた。

農政課

市民

・炊き出しやみそ作り
講習会を通じて女性
農業者の社会参画を
促進することができ
た。
・来年度はみそ以外
の食品の講習会も実
施していきたい。

・女性農業者の社会・経
営参画による地域の活性
化を目標として活動を行っ
た。
・体験指導を通じ、女性農
業者と市民との交流機会
を設けた。

・具体的な活動に対
しては男女共同参画
の視点での実施行っ
てきたが、新たな女
性農業者の掘り起こ
しまで
は出来なかった。

農政課
・事業実施にあたっては、
男女が協働で取り組みを
進めるよう配慮しながら具
体事業を実施してきた。
・事業参加への周知を行
うとともに、事業実施日時
など男女ともに参加しや
すい時間等の要望を聞
き、その都度設定してい
る。

時　期 通年
対　象 若手農業者

・今後の地域農業を支える若
手農業者に同じ農業者同士の
交流をはじめ、異業種との交
流や学習機会を提供すること
で、農業経営を一層向上する
ための仲間づくりを支援し、併
せて女性農業者を対象にこれ
からの「農」を女性らしい視点
で捉え、農業の魅力向上に主
体的に取り組む活動を支援す
る。

25 農業や自営業に
おける女性の就
業環境の整備

事業名 若手農業者ステップ
アップ事業

時　期 通年
対　象

25 農業や自営業に
おける女性の就
業環境の整備

事業名 燕市農村地域生活ア
ドバイザーによる食
文化の伝承と地域農
産物の普及活動の一
環としての講習会の
開催

・地元産大豆のみを使用して、
添加物を一切使用しない無添
加の「みそ」作りの講習会を市
民対象に、燕市農村地域生活
アドバイザー連絡協議会が主
催して実施する。

25 農業や自営業に
おける女性の就
業環境の整備

25



3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
1 市民・事業者へのワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

A

B

A

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

26 ワーク・ライ
フ・バランスの
啓発

事業名 ワーク・ライフ・バ
ランスの啓発

担当課
内容 評価ポイント

26 ワーク・ライ
フ・バランスの
啓発

事業名 ワーク・ライフ・バ
ランスの推進につい
ての情報提供

・事業者と協働して、
男女ともに働き方の
見直しや働きやすい
環境の整備などによ
り、ワーク・ライフ・バ
ランスを推進する。

地域振興課
・各種講座や研修等のア
ンケートの結果から、男女
ともに働き方の見直しに
関心を持っていることが把
握できている。
・ワーク・ライフ・バランス
の理解促進につながるよ
う分かりやすい表現にな
るよう配慮した。
・ワーク・ライフ・バランス
の理解促進につながるよ
う分かりやすい内容で広
報紙やHPを活用し啓発を
行った。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 通年
対　象 市民
・4ヶ月に1回広報に男女共同
参画に関するコラムを掲載。そ
の内の1回を「ワーク・ライフ・
バランスの推進」の特集予定。
・ウェブサイトを利用した情報
提供。

・男女共同参画の意
識啓発を目的とした
事業については、引
き続き他団体と協力
し実施していく。

商工振興課
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市民・市内事業所
・新潟労働局や県労政雇用課
などから送付されてきたポス
ター･チラシや、地域振興課が
主催する講演会のチラシ等を
市関係各所窓口に設置した
り、広報掲載することによっ
て、企業や市民への周知に努
める。

・参加者から、基調講
演や事業所の取組事
例発表について好評
をいただいた。特に
事例発表は、何をや
ればいいのか分から
ないという事業者に
対し、今後取り組むヒ
ントを得てもらうこと
ができた。

地域振興課
・参加者に対してアンケー
トを実施し、男女別の感
想・要望等を把握してい
る。
・働きやすい職場環境の
整備促進を図るため、多く
の事業者から参加しても
らうよう働きかけた。
・ワーク・ライフ・バランス
の推進を図るための内容
で講演や事業所の取組事
例発表を行った。

時　期 1月20日
対　象 市民、事業者、職員

・ワーク･ライフ･バランス推進
が働きやすい職場環境づくり
や経営力向上につながること
を事業者対象に講演会を開
催。
・開催にあたり市だけでなく、
商工会議所、商工会と連携し
て実行委員会を組織し企画運
営を行う。また弥彦村、弥彦村
商工会に連携を働きかけ、広
域的に開催し、多くの事業者、
管理職から聴講してもらう。
・講演会に加え、ハッピーパー
トナー企業等の取組事例を事
業所の方から紹介いただく。

27 ワーク・ライ
フ・バランス実
現のための職場
環境の整備

事業名 女性が輝くつばめプ
ロジェクト推進事業
【女性活躍推進
フォーラム】
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
1 市民・事業者へのワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

B

B

B

27 ワーク・ライ
フ・バランス実
現のための職場
環境の整備

事業名 ワーク・ライフ・バ
ランス実現のための
職場環境の整備
（女性雇用促進職場
環境整備支援事業）

・女性が働きやすい
職場環境の事業所が
着実に増えてきてお
り、引き続き実施して
いくことが必要と考え
る。

商工振興課
・事業主へのヒアリングを
実施し、本制度活用後の
女性雇用状況の把握に努
めている。
・製造現場で女性が働き
やすい環境を整え、雇用・
就労に結びつくことを念頭
に制度設計した。
・本制度利用事業所へ
ハッピーパートナー企業
の登録案内するなど、男
女共同参画社会への理
解を促した。

時　期 通年
対　象 市内事業所
・従業員の使用に供するため
の託児スペース、女性専用ト
イレ、女性専用更衣室、女性
専用休憩室の設置工事にか
かる費用を助成し、事業所の
女性雇用の促進を図る。

・男女がともに働きや
すい職場環境に取り
組む事業所を増や
し、男女共同参画社
会を実現する。

地域振興課
・つばめ・やひこ女性活躍
推進フォーラム（1月）にお
いて、県内のハッピー･
パートナー企業から取組
事例発表を行ってもらい、
周知を図った。

時　期 通年
対　象 市内事業所
・女性雇用促進職場環境整備
支援事業の助成事業所へ制
度を周知する。
・県の担当者が登録推進のた
め企業を訪問する際に訪問企
業を紹介。また訪問時には同
行する。
・つばめ・やひこ女性活躍推進
フォーラム（1月）において、燕
市のハッピー･パートナー企業
から取組内容を紹介する時間
を設けたり、他の企業の取組
内容をパネル等で展示するこ
とでPRし登録を促進する。

28 ハッピー･パー
トナー企業（新
潟県男女共同参
画推進企業）の
登録推進

事業名 ハッピー・パート
ナー企業の登録推進

28 ハッピー･パー
トナー企業（新
潟県男女共同参
画推進企業）の
登録推進

事業名 ハッピー・パート
ナー企業の登録推進

・女性職場環境整備
補助金利用事業所へ
の周知により登録企
業増に結び付いてい
るため、引き続き実
施していくことが必要
と考える。

商工振興課
・女性職場環境整備補助
金利用事業所への周知を
図った。
・男女ともに働きやすい職
場環境の実現のため、固
定的性別役割分担意識
の解消や男女共同参画
の啓発を念頭に置き実施
した。

時　期 通年
対　象 市内事業所

・女性職場環境整備補助金な
どを利用した事業所に対して
県男女平等社会推進課による
リーフレット等を配布し、ハッ
ピー･パートナー企業の登録を
呼びかける。
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
2 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援の充実

A

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント
29 多様な保育サー

ビスの充実
事業名 延長･早朝･乳児･障

がい児･一時･特定保
育の充実

・保護者の仕事と子
育ての両立を支援
し、男女がともに働き
やすい環境を整備し
た。

子育て支援
課・利用者の人数を把握し、

保育者が仕事と子育てを
両立できるよう研究してい
る。　　・保護者が仕事と
子育てを両立できるよう保
育サービスを計画、実施
した。

時　期 通年
対　象 園児、保護者
仕事と子育てを両立するた
め、保育を必要とする児童とそ
の保護者を対象に保育実施日
に実施。
・延長…（午後4時～6時30分：
公立15園・私立1園）（午後4時
～6時45分：私立4園）（午後4
時～7時：公立4園）（午後4時
～8時：私立1園）
・早朝…（午前7時30分～8時：
公立19園・私立1園）（午前7時
15分～8時：私立4園）（午前7
時～8時：私立1園）
・乳児…（生後2か月以上：公
立9園・私立2園）（生後5か月
以上：私立2園）（生後6か月以
上：公立1園・私立2園）
・休日保育…私立1園（きらら
おひさまこども園）
・障がい児…集団保育が可能
であれば、加配保育士を付け
て全園で受入可能
・一時保育…公立2園（大曲八
王寺・あおい保育園）､　私立3
園（第二泉保育園・ぎんなん保
育園・きららおひさま保育園）
・特定保育…公立1園（西燕保
育園）
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
2 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援の充実

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

B

29 多様な保育サー
ビスの充実

事業名 病児・病後児保育

・小学生の児童数は
減少傾向にあるにも
かかわらず、児童クラ
ブ・なかまの会への
登録児童数や実利用
者数は増加してい
る。引き続き、保護者
の就労等を支援し、
また、小学生の放課
後の居場所づくりに
努める。また、さまざ
まな家庭事情など、
配慮を必要とする保
護者や児童への対応
も行う。

子育て支援
課・労働等により昼間保護

者が家庭にいない小学生
の健全育成と、共働きの
保護者やひとり親の保護
者の就労支援を図った。

時　期 通年
対　象

・利用者となる病児の
増加は必ずしも良い
ことではないが、事業
について周知を図り、
保護者が利用しやす
い環境を整えること
で、事前登録者数の
増加に取り組む必要
がある。

子育て支援
課・事業委託先から毎月実

績報告書を提出していた
だいている。
・仕事と子育ての両立を
支援することで、男女がと
もに働きやすい環境づくり
を目指している。

時　期 通年
対　象 生後6か月～小学校6

年生
・保護者の仕事と子育ての両
立を支援し、男女がともに働き
やすい環境を提供するため、
たかだ小児科医院併設の病
児保育室「あおぞら」で、病気
や治療中のため保育園等での
集団保育ができない児童を、
一時的に預かり、保育と看護
を行っている。
■対象・・・以下の条件を全て
満たすことが必要。
　　・燕市に居住する生後6か
月から小学校6年生までの児
童であること
　　・病気や病気の回復期にあ
り、集団保育が困難であること
　　・保護者の勤務等の都合
で、家庭での保育が困難であ
ること
■開設日時・・・月曜日～金曜
日（祝日、年末年始を除く）
　　・通常　8:30～17:30　　・早
朝　8:00～8:30　　・延長　17:30
～18:00

乳幼児、小・中学
生、高校生

・児童館…児童、乳幼児及び
保護者等を対象に季節の事業
や体験活動を実施し、地域の
児童等の健全育成を図る。(8
館)
・児童クラブ…就業等により、
保護者が昼間家庭にいない小
学校6年生までの放課後児童
を午後7時まで預かり、適切な
遊びの場と生活の場を提供す
る。（16か所）
・なかまの会…午後6時まで小
学校6年生までの放課後児童
の居場所を提供する。（5か所）

30 放課後児童の居
場所の充実

事業名 児童館・児童クラ
ブ・なかまの会
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
2 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援の充実

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

B

A

31 子育て支援の充
実

事業名 ファミリーサポート
センターの充実

・子育て支援センター
の来館者が減ってい
るため人数にすると
減っているが、来館
者の内男性の占める
割合は29年度は
6.3％30年度は7％と
なっている。31年度の
目標値の根拠を人数
ではなく、来館者の内
男性の占める割合に
変更する。

子育て支援
課・来館者の人数はおさえ

てあるが、男女別は保護
者のみ把握している。
・事業内容は性差に関係
なく参加できる。来館者や
参加者に制限をつけてい
ない。
・両親、祖父母も参加でき
る内容にしてある。保育ボ
ランティアをお願いし、講
座に集中できる体制づくり
をした。

時　期 通年
対　象

・昨年度と養成講座
の内容の差異が少な
かったために、昨年
度は参加していた提
供会員が、今年度は
参加
しないことが多かっ
た。講師を変更する
だけではなく、講習の
内容を熟考する必要
がある。

子育て支援
課・参加者の男女別のデー

タを把握している。
・アンケートを行いニーズ
の把握をしている。
・子育てに関する講座な
ので、男女の参加の区別
をする企画はせず、男女・
年齢の区別なく参加でき
る講座を企画した。
・保育の必要な子どもを持
つ受講者のため、保育
ルームを設けた。
・子育てに関する講座の
参加は、子育てをしている
人、関心のある人の男
女・年齢の区別なく募っ
た。

時　期 7月～3月
対　象 ファミリーサポート

センター会員など
・広報やホームページ、子育て
ガイドなどを活用し、会員の募
集を行う。
・より良い子育て支援ができる
よう、ファミリーサポートセン
ター会員養成講座を開催す
る。
・会員の資質向上を目的に、
専門の知識を持った講師から
普通救命講習や子どもの成長
過程に合わせた対応方法など
の講座を開催する。

児童及び保護者
・市内8箇所に設置されている
子育て支援センターに来館し、
子育ての悩み等を職員や来館
している保護者と話をしたり講
座に参加することで肉体的精
神的負担を軽減し、地域の子
育て家庭に対し育児支援を実
施する。休日に開設している
施設もあり、男性が来館しや
すい環境となっている。

32 介護支援の充実 事業名 包括的支援事業

31 子育て支援の充
実

事業名 子育て支援センター

・高齢者が、住み慣
れた地域で自立した
日常生活を営むこと
ができるよう地域包
括ケアシステムを強
化する必要がある。
地域ケア会議では、
男女バランスがとれ
るように参加してもら
い、意見をもらう。

長寿福祉課
・第7期介護保険計画に
沿って行っている。男女別
の参加者数の集計をして
いる。
・第7期介護保険計画に
沿って行っている。多様な
ライフスタイルへの対応の
ため支援の充実を図っ
た。

時　期 通年
対　象 65歳以上の市民
・地域高齢者が、住み慣れた
地域で安心して、その人らしい
生活を継続できるようにするた
め日常的個別相談、支援困難
者への指導・助言及び介護に
ついての情報提供を行う。
・地域包括ケアの構築のため
多様な専門職や地域の方々
が参加する地域ケア会議など
を実施する。
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
2 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援の充実

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

B32 介護支援の充実

32 介護支援の充実

対　象 65歳以上の市民

事業名 燕市オレンジリング
カフェ

参加者人数にも表れ
ているように、介護者
となる人は、女性の
割合が多いことが分
かる。男女を問わず
男女ともに、仕事と介
護の両立ができるよ
うに内容の充実を図
り、交流のできる場所
づくりを行っていく。

長寿福祉課
・男女別の参加者数の集
計をしている。
・オレンジリングカフェのチ
ラシ作成に関しても男女
のバランスに配慮し、性
別・年齢を問わず参加で
きるような表現のイラスト
を使用した。　・オレンジリ
ングカフェは、年４回実施
しており、家族介護者の
交流の場をつくり、男女が
ともに介護への参画を推
進するため介護について
の講座や情報交換などを
実施した。

時　期 通年
対　象 市民
・認知症やその家族、認知症
に関心がある人、医療・介護・
福祉の関係者など様々な人た
ちの交流や情報交換、相談の
場として、定期的に「認知症カ
フェ（オレンジリングカフェ）」を
開催し、家族介護者等を支援
する。
・認知症の人を介護している
人、介護していた人などを対象
に気軽に集える場所、自由に
話せる場所、共に励まし合い、
交流できる場所として、「認知
症介護者の集い」を開催する。

・介護予防・日常生活支援総
合事業では、地域で支援が必
要な人に対して、地域住民が
主体となった有償・無償のボラ
ンティア等による外出や交流
での介護予防や家事等の生
活支援といったサービスの提
供をしている。また、その他に
一定の研修を受けた事業所職
員が身体介護を含まないサー
ビスを提供できるようになっ
た。そのサービスの担い手とし
て、地域住民を対象に総合事
業における基準緩和型サービ
スに従事できる資格を得るた
めに燕市では介護予防の担い
手研修を年２回開催する。

長寿福祉課事業名 【再掲】介護予防・
日常生活支援総合事
業

・男女が共に介護の
担い手となるために、
参加しやすい（特に
男性の参加につい
て）実施方法や情報
提供などについての
検討を進めていく。

・参加者の名簿を作成し、
男女別の集計をした。参
加の動機が、男女によっ
てどのような違いがある
のか把握した。
・介護予防の担い手研修
のチラシに関しても男女
が共に介護予防に参加し
ているようなイラストにし
た。　　　　　　　　　　・性
別・年齢を問わず参加で
きる研修会であり、男女
が共に介護の担い手がで
きるような情報提供をし
た。

時　期 通年
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3 男女がともに働きやすい環境づくり
2 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進
2 多様なライフスタイルに対応した子育て・介護支援の充実

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

B33 ひとり親家庭の
生活の安定と自
立の支援

事業名 ひとり親家庭等医療
費助成事業

母子家庭の母又は
父子家庭の父

・母子家庭の母または父子家
庭の父に対して、主体的な能
力開発を支援するため、就業
のため技能や資格取得のため
の教育訓練受講料の6/10の
助成する。
・就職の際に有利な資格を取
得する時の生活費として、申
請者に「高等職業訓練促進給
付金」月額10万円を支給する。
・社会全体の仕組みの中で、
母子家庭等が自立しやすい就
業環境をつくり、経済面での安
定化を進める必要があり、事
業の啓発に努める。

33 ひとり親家庭の
生活の安定と自
立の支援

事業名 母子家庭等に対する
自立支援の充実

・医療費を助成するこ
とにより、ひとり親の
生活の安定を図る。

保険年金課
・母子・父子・養育者別の
受給対象者数を把握して
いる。
・母子・父子家庭ともに、
助成の対象としている。

時　期 通年
対　象 市民
・　母子・父子家庭の父または
母とその児童、養育家庭の養
育者とその児童、父または母
が重度の障がいの状態にある
配偶者とその児童などを対象
に行う医療費助成事業（新潟
県事業）。受給者は、医療費の
自己負担額のうち、一定額（一
部負担金）を負担、残りの金額
を助成する。受給にあたって
は、対象者は申請書を提出。
市で資格審査を行い、該当者
に受給者証を交付する。

・母子家庭等が自立
しやすい就業環境を
作り、経済面での安
定化を図れるよう事
業の周知啓発を行
い、利用しやすい体
制づくりを心がける。

社会福祉課
・個々の状況を把握・管理
している。
・女性職員が相談室で、
相談面接に応じるなど、
相談しやすい環境を整え
た。　　　　・母子家庭の
母、父子家庭の父に限定
している。

時　期 通年
対　象
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
1 配偶者等からの暴力の根絶
1 ＤＶの根絶に向けた意識啓発

A

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

担当課
内容 評価ポイント

34 ＤＶ防止の啓発
と情報提供の充
実

事業名 ドメスティック・バ
イオレンス防止啓発

・ＤＶ相談窓口の開設
を、毎月広報及び各
種パンフレット等で周
知するとともに、ＤＶ
防止のポスター掲示
やリーフレットを窓口
に設置し、啓発に努
めた。今後も、通告・
相談がしやすくなるよ
うな啓発に努める。

社会福祉課
・個人別に相談記録を管
理している。
・家庭児童相談員が相談
室において、相談面接に
応じるなど、女性が相談し
やすい環境づくりに配慮し
た。　　　・男性とは異なる
女性ならではの問題を相
談できる窓口設置の周知
を行った。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 通年
対　象 市民
・ＤＶ相談窓口の開設を、毎月
広報及び各種パンフレット等
（こころの相談窓口のご案内、
ひとり親家庭のしおり）で周知
する。
・ＤＶ防止のポスター掲示や
リーフレットを窓口等に設置
し、啓発に努める。
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
1 配偶者等からの暴力の根絶
2 相談体制の充実

A

B

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

35 相談窓口の充実
と関係機関や関
係団体の相談窓
口の周知

事業名 女性のための総合相
談窓口開設

35

・相談窓口を知らな
かったという人がいな
いよう、今後も継続的
に相談窓口の周知を
行っていく必要があ
る。

地域振興課
・年代別の相談項目など
を把握している。
・女性ならではの問題を
相談できる窓口を設置し
た。　　　　　　　・女性相談
員を配置し、女性が相談
しやすい環境を整えた。
相談者が見えないように
会場設営に配慮した。

時　期 通年
対　象 女性
・女性を対象に、月1回「女性
のための総合相談窓口」を開
設し、女性の抱える様々な問
題の相談業務を「ＮＰＯ法人女
のスペース･にいがた」の専門
相談員を配置し、相談事業を
実施する。（実施時期、毎月第
3火曜日）
・相談窓口は、県が開設する
相談窓口も含めて市広報紙に
掲載し周知する。また、県の相
談窓口については、他に公共
施設にチラシを配布し周知す
る。

相談窓口の充実
と関係機関や関
係団体の相談窓
口の周知

事業名 各種相談窓口の開設
と周知

・相談内容の詳細は
秘密事項となってお
り、男女共同参画に
関する相談数の把握
ができない。

市民課
・「女性の人権ホットライ
ン」強化週間（11/12～
11/16）をポスター掲示で
周知した。
・無料法律相談などの相
談日を広報つばめで周知
した。

時　期 通年
対　象 市民
毎月定期的または随時、市民
等を対象に次の相談を実施し
ている。
・法律上の問題について弁護
士による無料法律相談
・人権擁護委員及び行政相談
委員による相談会
・くらしの無料相談
・その他関係機関と連携したな
かでの相談場所の紹介
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
1 配偶者等からの暴力の根絶
2 相談体制の充実

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

A35 相談窓口の充実
と関係機関や関
係団体の相談窓
口の周知

事業名 ＤＶ・児童虐待等児
童の福祉に関する相
談

・引き続き、関係機関
と連携をとりながら、
被害者の心情に配慮
した対応に努めるとと
もに、誰もが通告・相
談ができるよう啓発
に努める。

社会福祉課
・個々の相談記録を把握
管理している。
・家庭児童相談員が相談
室において、相談面接に
応じるなど、男性女性そ
れぞれが相談しやすい環
境に配慮した。また、児童
虐待において継続的な支
援が必要な人は、家庭訪
問も実施している。
・被害者に対し、男性とは
異なる女性ならではの問
題を被害者に配慮した相
談窓口について関係機関
と連携の上、周知をした。

時　期 通年
対　象 市民
・市役所(社会福祉課)内に家
庭児童相談員による相談窓
口･児童虐待等相談ﾀﾞｲﾔﾙを
設置。ＤＶについては、「市町
村向け女性相談対応マニュア
ル」に従い、関係機関と連携を
とりながら、被害者の心情に配
慮し対応する。
・児童虐待については、誰でも
気軽に通告･相談ができるよう
保育園･幼稚園･関係機関へ
ポスター･チラシを配布し啓発
に努める。
・ＤＶ被害者も児童虐待相談
も、同じ様な問題をかかえてい
る場合が多く、緊急時の一時
保護を含め、被害者の自立や
要保護児童には、切れ目のな
い支援が必要のため、男女参
画による役割を明確化した体
制整備に努める。
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
1 配偶者等からの暴力の根絶
3 相談体制の充実

A

A

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

37 被害者の自立支
援

事業名 被害者の自立支援と
関係相談機関との連
携強化

担当課
内容 評価ポイント

36 被害者の安全確
保と保護

事業名 児童虐待防止の推進 ・児童虐待、養育支
援において、性別の
違いにより生じる課
題の対応は困難な
ケースが多く、今後も
会議招集時には、男
女の視点での意見交
換や支援の方向性の
話し合いが必要であ
る。

社会福祉課
・参集者及び会議内容の
記録を作成し管理を行っ
た。　・会議招集にあた
り、男女のバランス、プラ
イバシーの保護について
留意した。　　　　・要保護
児童の虐待防止・支援に
対し、性別の違いにより生
じる課題などを協議会関
係機関の代表者・構成員
にかかわらず男女の意見
を聞いた。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 通年
対　象 市民
・要保護児童対策地域協議会
代表者会議　年1回開催。(7
月)
・要保護児童対策地域協議会
実務者会議　年12回開催。(毎
月)
・要保護児童対策地域協議会
個別ｹｰｽ検討会議開催。(随
時)

・被害者は、経済的な
問題や児童の問題な
ど様々な問題を抱え
ている場合が多く、緊
急時の一時保護を含
め、自立に向けた切
れ目のない支援が必
要となる。引き続き、
関係機関と連携を図
りながら、被害者の
心情に配慮した対応
に努める。

社会福祉課
・個々の相談記録を把握
管理している。
・家庭児童相談員が相談
室において、相談面接に
応じるなど、女性が相談し
やすい環境に配慮した。
・被害者に対し、男性とは
異なる女性ならではの問
題を被害者に配慮した相
談窓口について関係機関
と連携の上、周知をした。

時　期 通年
対　象 市民
・通告などを通じて、随時警察
と連携協力する。
・「市町村向け女性相談対応
マニュアル」に従い、関係機関
と連携を取りながら被害者の
自立支援に努める。
・被害者は、経済的な問題、児
童の問題など様々な問題をか
かえている場合が多く、緊急
時の一時保護を含め、自立に
向けた切れ目のない支援をす
るため、男女共同参画による
役割を明確化した体制整備に
努める。
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
2 ライフステージに応じた心身の健康づくり
1 生涯を通じた健康支援

B

B

A

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント
38 リプロダクティ

ブ・ヘルス/ラ
イツについて啓
発

事業名 リプロダクティブ・
ヘルス/ライツの啓
発

・広報つばめのコラム
やリプロダクティブ・
ヘルス/ライツをテー
マにした講座の実施
などにより啓発を図
る。

地域振興課
・リプロダクティブ･ヘルス/
ライツを理解してもらえる
よう分かりやすい表現に
なるよう配慮した。
・リプロダクティブ･ヘルス/
ライツについて分かりやす
く啓発を行った。

時　期 通年
対　象 市民
・4ヶ月に1回広報に男女共同
参画に関するコラムを掲載。そ
の内の1回を「リプロダクティ
ブ･ヘルス/ライツについて啓
発」の特集予定。
・ウェブサイトを利用した情報
提供。（関係課と連携し、提供
内容を検討する。）

38 健康づくり課
・夫、妻それぞれの考えを
尊重するように配慮してい
る。
・育児は夫婦で協力して
行っていこうという意識を
高めるために、実際夫婦
で協力して育児をおこなっ
ている家族から話を聞く機
会をもった。
・夫婦で同じ話が聞けるよ
うに、助産師訪問では、夫
婦の都合に合わせ訪問を
実施。

時　期 通年
対　象 妊産婦とその夫
・助産師が妊産婦訪問や両親
学級において、安全な出産に
ついての指導や産後の家族計
画指導を実施する。

39 男女の健康づく
り支援

事業名 ライフステージに応
じた健康相談事業

・骨粗しょう症相談会
では、イベントでの相
談も含め、24人の男
性の参加があった。
病態別などの目的の
はっきりした相談会で
は、男性も興味も持
ちやすかったと考えら
れる。今後も男女問
わず参加しやすいよ
うな周知方法を工夫
していく。

リプロダクティ
ブ・ヘルス/ラ
イツについて啓
発

事業名 家族計画指導（助産
師訪問・両親学級）

・直接助産師から、妊
娠中から産後までの
指導を受けることによ
り、夫婦で今後の子
育てのことを話し合う
きっかけづくりになっ
ている。

健康づくり課
・骨粗しょう症予防相談会
では、参加者にアンケート
を行い、男女別の集計と
分析を行った。
・働き盛り世代の男女に
対しては、参加しやすい
会場や時間帯を考慮し相
談会の企画を行った。
各相談会では、男女それ
ぞれの健康課題に応じた
パンフレット等を用いて実
施している。
・各相談会は男女問わず
参加できるようテーマや内
容を工夫した。個別健康
相談は、プライバシーに
配慮し会場設営を行って
いる。

時　期 通年
対　象 市民
・健康増進への意識を高め、
健康の維持増進の機会とする
ため、病態別及び地区での健
康相談会を開催する。
・働き盛り世代に対し、商工会
で実施する健康診査会場にお
いて、健康相談会を実施す
る。
・病態別では、糖尿病相談会
および骨粗しょう症相談会は
毎月開催する。
・骨粗しょう症相談会は新規実
施であり、男性の参加も受け
付ける。
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
2 ライフステージに応じた心身の健康づくり
1 生涯を通じた健康支援

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B

A

・胃がんバリウム検
診の受診者数は平成
29年度3,892人、平成
30年度3,667人と225
人減少した。平成31
年度は胃がんリスク
検診の対象を拡充す
ることにより、受診者
数の増加が見込まれ
る。2種類の検診を併
用して実施すること
で、胃がんの早期発
見に努めていく。

健康づくり課
・健診データを集計・分析
している。
・土日でも受診できるよう
に配慮した。
・受診しやすい環境づくり
に努めた。
・各地区毎に休日検診を
実施した。
・胃がん検診では、検診
バスを男女別に分けて実
施した。
・胃がん及び大腸がん検
診は早朝から実施した。
・大腸がん検診は再受診
勧奨を行い、受診率向上
に努めた。
・前立腺がん検診と胃が
んリスク検診は同日実施
した。

時　期 5月～11月
対　象 市民
・健康診査：19歳～39歳の男
女を対象に生活習慣病予防の
ための健康診査を30日間（うち
土・日曜3日間）実施する。
・肺がん検診：40歳以上の男
女を対象に健康診査と同日実
施する。
・胃がんバリウム検診：40歳以
上の男女を対象に27日間（う
ち土曜3日間）早朝から実施す
る。
・胃がんリスク検診：40歳～60
歳の5歳刻みの該当年齢（40、
45、50、55、60歳）の国民健康
保険加入者以外の男女を対
象に7日間（うち土曜1日間）実
施する。
・大腸がん検診：30歳以上の
男女を対象に12日間（うち土
曜1日間）早朝及びお昼の時
間帯も実施する。
・前立腺がん検診：50歳以上
の男性を対象に胃がんリスク
検診と同日実施する。

39 男女の健康づく
り支援

事業名 健康増進計画実践プ
ロジェクト

39 男女の健康づく
り支援

事業名 ライフステージに応
じた受診しやすい健
（検）診事業

・参加者は、プロジェ
クトにより男女の人数
に偏りはあるが全体
としては女性が多い。
今後も男性に向けて
の啓発と参加しやす
い事業内容を検討す
る。

健康づくり課
・元気磨きたいメンバーア
ンケートの結果は、男女
比を比較し課題やニーズ
の把握を行った。
・各活動は男女の意見を
取り入れて企画している。
チラシを作成する際には、
男性、女性ともに興味を
持てるようなイラストの使
用や表現を工夫した。
・各イベントは男性、女性
にとって参加しやすいよう
内容と役割分担を考慮し
た。
男性が主に運営するプロ
ジェクトの立ち上げとイベ
ントを開催した。

時　期 通年
対　象 市内在住・在勤・在

学者

・健康増進計画推進のための
実践プロジェクト「元気磨きた
い」は、食育や運動、音楽など
多様なテーマで男女ともに取り
組める健康づくり活動を展開
する。
・男女や年代を問わず、誰もが
楽しんで参加できる健康づくり
活動として、市内各イベントや
子育て支援センター、地域の
サロン等で出前活動を行う。
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
2 ライフステージに応じた心身の健康づくり
1 生涯を通じた健康支援

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

A

A

健康づくり課
・参加状況から事業の課
題・ニーズの把握を行っ
た。　・ポイント手帳を始め
各種ツール作成時や抽選
会・講座の企画に当たり、
男女の意見をアンケート
や取組者の声の集約で把
握し、性別年齢を問わず
取り組みやすい魅力的な
事業内容となるよう配慮し
た。　　　　　　　　　・抽選
会や講座は、性別年齢問
わず来場しやすい休日に
開催した。表彰式の代表
者やポスター・ポイント手
帳・チラシ等への参加者
の掲載に当たり、性別年
齢に偏りが生じないよう配
慮して実施した。

時　期 通年
対　象 市内在住・在勤・在

学者

・「つばめ元気かがやきポイン
ト事業」や「生活習慣病改善指
導事業」の実施により、市民が
元気でいきいきとした人生を過
ごすために、健康行動の習慣
化を目指す。
【つばめ元気かがやきポイント
事業】学童向けに「こども手
帳」の実施、働き盛り世代では
企業等に参加団体の募集な
ど、世代に合わせ、いつでも･
どこでも･気軽に･自分らしい健
康づくりを推進する。
【生活習慣病改善指導事業】
体重･血液検査･血圧などで基
準値以上だった人に、3か月で
体重3kg減量または腹囲3cm
減少、3か月維持を達成した者
を認定し、生活を見直す機会
としている。

39 ・より早期から妊活へ
の意識付けや助成制
度の周知強化が必要
である。
・働く女性が多い中、
妊活のために休暇を
取得し難いという声
があるため、事業所
等に妊活への理解を
深めて
　もらえる様な企画を
していく。

39 男女の健康づく
り支援

事業名 健康づくりマイス
トーリー運動

・男性の参加者は、
年々増加し4割となっ
ているが、女性に比
べ少ないので、今後
も性別や年代を問わ
ず誰もが取り組みや
すい健康づくりのツー
ルとして、改善を加え
ていく。

健康づくり課
・個別相談会や窓口相談
において、ニーズを把握し
ている。
・医療機関に治療者の状
況把握した。
・男女別に分析を行った。
・男女の意見を取り入れ
ている。
・女性ののみの相談会と、
夫婦での相談会の2部制
にした。
・ホームページ上におい
て、一般不妊治療に夫の
検査を含むことを
　明記した。

時　期 通年
対　象 不妊治療を受け一定

の条件を満たした夫
婦

・不妊治療（特定不妊治療及
び一般不妊治療）を受けた夫
婦へその費用の助成を行う。
【特定不妊治療】特定不妊治
療（体外受精及び顕微授精）を
受け、「新潟県不妊に悩む方
への特定治療支援事業」の助
成決定を受けた夫婦に、治療
に要した費用から県の助成額
を控除した額の2分の1を助成
する。
【一般不妊治療】特定不妊治
療以外の不妊治療を受けた夫
婦に、治療に要した費用の2分
の1を助成する。
・不妊治療の啓発のため、不
妊に悩む男女を対象に「妊娠
に関する相談会」を2月2日に
開催した。

男女の健康づく
り支援

事業名 不妊治療費助成事業
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
2 ライフステージに応じた心身の健康づくり
1 生涯を通じた健康支援

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

A

B41 スポーツを通じ
た健康づくりの
推進

事業名 健康づくり教室

40 こころの健康づ
くりの推進

事業名 自殺対策推進事業 ・燕市自殺対策計画
の策定により、燕市
の自殺の現状や取り
組みについて、関係
機関および庁内関係
課と協議し、今後の
方向性や取り組みを
共有できた。

・健診時のこころのアン
ケートでは男女別、年代
別に集計し、課題を把握
している。また、厚労省等
の自殺統計を把握してい
る。
・アンケートや統計等から
把握された男女のメンタ
ルの課題をそれぞれの事
業の内容に取り入れてい
る。働き盛りの対象者が
参加しやすい土曜日に実
施や、商工会議所等を通
じての周知に努めている。
・こころの講座、ゲート
キーパー研修会等では、
男女一緒にグループワー
クを実施。

時　期 通年
対　象

・健康づくり教室を広
報やチラシによって、
より多くの市民に知っ
てもらえるよう努めた
結果、新たな参加者
の獲得が出来た。

社会教育課
・出席簿を作成し、毎回参
加者から記入してもらい
開催毎に男女別の参加状
況を把握した。
・仕事や家事が終わって
からでも参加しやすいよう
に、開催時間を午後7時
30分からとした。
・性別関係なく誰でも参加
できるニュースポーツを取
り入れ、広報つばめなど
で募集に努めた。

時　期 5月～11月
対　象 市民
・市民を対象に行っており、4
会場でスポーツ推進委員を中
心に活動している。
・主にニュースポーツのソフト
バレーやスポレックを行ってお
り、希望があれば卓球やバドミ
ントンなども取り入れて活動し
ている。

市民
・健診時にこころのアンケート
を実施し、実態把握およびハ
イリスク者への個別支援を実
施する。
・保健師によるこころの相談会
を各地区で実施する。
・こころの健康づくりの啓発普
及として、こころの健康講座（9
月から）の開催、各種がん検
診でのパンフレット配布及びの
ぼり旗掲示、地域での健康教
育を実施する。
・人材育成としてゲートキー
パー研修会（一般向け、市職
員向け、教職員向け、専門職
向け）を開催する。
・燕市自殺対策計画策定委員
会および庁内検討会を開催
し、燕市自殺対策計画を年度
内に策定する。

健康づくり課
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4 男女がともに健康に暮らすまちづくり
2 ライフステージに応じた心身の健康づくり
1 生涯を通じた健康支援

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況 男女共同参画について

問題点及び今後の課題
担当課

内容 評価ポイント

B41 スポーツを通じ
た健康づくりの
推進

事業名 高齢者健康づくりの
集い

・高齢社会の中で、健
康寿命を伸ばしてい
けるように多くの市民
に周知していきたい。

社会教育課
・高齢者健康づくりの会の
入会者情報をいただき、
男女比等を把握してい
る。　　　　・女性や高齢者
が参加しやすいよう手軽
に行うことが出来る運動
内容での事業開催に努め
た。　　　　　　　　　　　・社
会福祉協議会および燕市
老人クラブ連合会と連携
を図りながら女性・高齢者
の参加募集に努めた。

時　期 6月
対　象 市内在住50歳以上の

方

・高齢者向けのストレッチや体
操の講習を行い、高齢者の健
康づくりを推進する。
・講習で行う実技は、高齢の女
性でも無理なく行うことができ
る内容となるように配慮し、ま
た、家でも取り組むことができ
る内容とすることで、運動を習
慣化しやすいようにする。
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B

基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

担当課
内容 評価ポイント

42 女性特有の疾病
に対する検診体
制の充実

事業名 乳がん・子宮がん・
骨粗しょう症検診

・マンモグラフィ検診
の施設検診の実施に
ついては、働く年代か
ら好評で実施期間前
に予約受付が終了し
た医療機関もあった。
平成31年度は開始を
2か月前倒し、6月～
12月までの7か月間
の実施期間を拡大す
る。併せて、女性技
師や受入れ人数の増
員を要望し、受けや
すい体制づくりと女性
に配慮した検診を継
続していく。

健康づくり課
・健診データを集計・分析
している。
・女性の健康課題やニー
ズについて把握し、企画
に反映させた。
・土日でも受診できるよう
に配慮した。
・乳がん検診の医療機関
検診を導入し、受診しや
すい体制づくりに努めた。
・女性職員が従事した。
・各地区毎に休日検診を
実施した。
・医療機関での個別検診
も実施した。
・未受診者には再受診勧
奨を行い、受診率向上に
努めた。

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

時　期 6月～12月
対　象 検診対象年齢に該当

する女性

・乳がん検診：集団検診（マン
モグラフィ検診）を40歳以上で
平成29年度に市のマンモグラ
フィ検診を受診していない女性
を対象に実施する。
・平成30年度から、マンモグラ
フィ検診の施設検診を実施。
集団検診または施設検診のど
ちらかを受診するかは本人が
選択できる。
・子宮がん検診：集団検診･施
設検診を20歳以上の女性を対
象に実施する。集団検診また
は施設検診のどちらを受診す
るかは本人が選択でき、また、
隔年ではなく毎年受診すること
が可能。
・骨粗しょう症検診：集団検診
を40歳～70歳の5歳刻みの該
当年齢（40、45、50、55、60、
65、70歳）の女性を対象に実
施する。節目検診とし、受診意
識の向上を図る。
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基本方針
基本施策

施策の方向性

主な施策
30年度実施状況

担当課
内容 評価ポイント

男女共同参画について
問題点及び今後の課題

A43 妊娠・出産等に
おける健康支援

事業名 子育て世代包括支援
センター

・ワンストップ総合相
談窓口が定着してき
ており、また夫婦そ
ろって手続きに来ら
れる人もいるため、妊
娠・出産等における
健康支援の場として
今後も継続していく。

健康づくり課
・妊娠届出は妊婦に面接
をすることが多いため、体
調の確認および夫の家
事・育児参加について聞
き取りを行っている。
・出生連絡票提出時は夫
と面接することが多く、出
産前後の生活状況や夫
の気持ちを聞き取ってい
る。
・妊娠・出産期における健
康の特徴を伝え、夫婦で
分かち合い協力してお互
いに育児を楽しむことや、
不安や疑問は相談するよ
う発信することを、面接内
容に組み込んだ。

時　期 通年
対　象 市民
・妊娠から子育てまでの切れ
目のない支援を実施するた
め、ワンストップ総合相談窓口
として妊娠から子育てまでの
「育み相談コーナー」を開設
し、妊娠届出、出生届出、転入
時に面接相談を実施する。
・妊婦健診、助産師等の訪問
指導、子育て支援サービスの
利用を勧めながら、健康相談･
育児相談に応じる。
・充分な育児支援が受けられ
ない人で育児不安が強く保健
指導が必要な人には、「産後
ケア事業」の利用を勧める。
・面接時や医療機関等からの
情報により継続支援が必要な
人については、育児不安の解
消や虐待予防のために、関係
課と連携し支援する。
・産婦、乳児の健康状況を把
握し、産婦同士や保健セン
ターとのつながりをつくり「孤育
て」を防ぐため、2か月児育児
相談会の参加勧奨を積極的に
行う。
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